
 
 
 
 
 
 

資料３ 

 

戸籍と住民基本 

台帳との連携に 

ついて 



戸籍法上の届出等により判明した情報を住民基本台帳へ反映することについて（案） 

Ⅰ～Ⅲにおける手続のイメージ 

Ａ
市
（
届
出

地
）
 

①戸籍届出 
 

②通知 
住基法第９条② 

○ 連携の趣旨 
 ・ 住民の届出義務の軽減  
 ・ 住民票の記載内容の正確性の確保 
 
○ 住民基本台帳に反映される手続 
 Ⅰ 記載 
  （例） 出生した者について出生届 
     →住所地において、その者に係る住民票を新たに記載 

 Ⅱ 消除 
  （例） 死亡した者について死亡届 
     →住所地において、その者に係る住民票を消除 

 Ⅲ 記載の修正 
  （例） 婚姻した者について婚姻届 
     →住所地において、その者に係る住民票の記載事項の

うち、続柄を修正（同居人→妻 など） 

（婚姻に伴い新たな市町村へ転入する場合は、別途
転出・転入の届出をする必要あり） 

 

③住民票に 
職権記載等 

Ｂ
市
（
住
所

地
）
 

法
務
省

 

④通知 
入管法第６１条の８の２ 

⑤通知 
住基法第３０条の５０ 
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市
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＝
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①戸籍届出 
 

②住民票に 
職権記載等 

法
務
省

 

③通知 
入管法第６１条の８の２ 

④通知 
住基法第３０条の５０ 

○ 戸籍に関する届出等又は住基法第９条第２項通知に基づく住民票の処理について 
    通知の運用も含め、原則として、日本人と同様の取扱いとする。ただし、外国人については、以下の点に留意す
る必要がある。 

    ・戸籍法上、外国人に適用されない届出がある（入籍届、分籍届、転籍届、就籍届、復氏届、氏名の変更届）。 
   
   ・帰化届・国籍取得届及び国籍喪失届・国籍喪失報告があった場合は、新たな住民票の記載をするとともに、従

来の住民票を消除することとして取り扱う。 
   
       ・住民票に記載等が必要となる戸籍の届出については、住民票の氏名の記載及び氏名による同一人性確認の

観点から、戸籍の届書に、カナ氏名又は漢字氏名（日本の正字に限る）に加え、アルファベット氏名の付記をす
るよう届出人に協力を求めることとする（住基法第９条第２項通知には届書に付記されたアルファベット氏名を含
めることとする） 。また、氏名による同一人性確認が必要となる場合においては、届書におけるアルファベット氏
名は在留カード、特別永住者証明書の記載に倣うこととする。 

    
        

○パターン１（届出地＝住所地） 

○パターン２（届出地≠住所地） 



市町村Ａ 

住民基本台帳 

 

・在留資格の取得等の許可 
・在留カード等の発行 

地方入管局 

出生届 

住民票 

【現行の運用】 
①氏名 
原則：カタカナ表記 
例外：漢字（正字）表記 
※なお、本国法上の文字による氏名が付記されるこ
とがある。 
 

②国籍 
父母の国籍の記載欄はあるが、子の国籍の
記載欄は設けられていない。 

 
→①及び②いずれの表記も疎明資料は求めていない。 

出生 

住民票は、出生届に基づき職権で記載する。 

１４日以内 ３０日以内 

在留資格の取得等の申請（※） 

出生届が住所地以外の市町村で行われた場合、届出地市町村か
ら住所地市町村へ、住民票記載事項通知（住基法第９条第２
項）がなされ、当該通知に基づき職権で住民票を記載 

出生届があった際の住民票の記載について（案） 

入管法第６１条の８の２ 

① 住民票上の氏名表記の基本方針（案） 
・出生届出に際して、アルファベット表記の氏名の付記について届出人に
協力を求めることとした上で、住民票の氏名には、当該付記表記に基づ
いてアルファベット表記を記載する。 

  
② 住民票上の国籍・地域表記の基本方針（案） 
・空欄とする。  
  
→①及び②いずれも、追って、在留カード等が発行された際に、氏名
情報（漢字表記を含む）、国籍・地域情報が市町村に通知され、
住民票の記載に反映されることとなる。 

住基法第３０条の５０ 

（※）特別永住許可申請については、６０日以内に居住地の市町村に行う。（入管特例法第４条） 



市町村Ａ 

住民基本台帳 

 

・在留資格の取得等の許可 
・在留カード等の発行 

地方入管局 

国籍 
喪失届 

住民票 

【現行の運用】 
①氏名 
戸籍上の氏名を記載することとされている（外
国法上の氏名は届出書上は把握できない）。 
 
②国籍 
国籍喪失届の「喪失の原因」欄に、国籍喪失後
の国籍についても記載がある。 
 
→外国法上の氏名及び日本国籍喪失後の国籍について

は、届書に添付される国籍喪失を証すべき文書により
確認が可能。 

 

住民票は、国籍喪失届に基づき、職権で、新たな住民票の記載をすると
ともに、従来の住民票を消除する。 

国籍喪失の事実を知った
日から１か月以内 

日本国籍を離脱した 
日から３０日以内 

在留資格の取得等の申請 

国籍喪失届が住所地以外の市町村で行われた場合、届出地市町村から住所
地市町村へ、住民票記載事項通知（住基法第９条第２項）がなされ、当該
通知に基づき職権で住民票を記載及び消除（当該通知に当たっては、国籍
喪失届に添付される国籍喪失を証すべき文書（訳文を含む）をあわせて通知す
る） 

国籍喪失届があった際の住民票の記載について（案） 

入管法第６１条の８の２ 

① 住民票上の氏名表記の基本方針（案） 
・国籍喪失届出に際して、アルファベット表記の氏名の付記について届出
人に協力を求めることとした上で、住民票の氏名には、当該付記表記に
基づいてアルファベット表記を記載する。 

 
② 住民票上の国籍・地域表記の基本方針（案） 
・「喪失の原因」欄に基づいて記載する。  

※ 国籍喪失届に添付される国籍喪失を証すべき文書に基づいて、  本人が台湾出身者であることが確認

できた場合には、「台湾」と記載する。  
 
→①及び②いずれも、追って、在留カード等が発行された際に、氏名
情報（漢字表記を含む）、国籍・地域情報が市町村に通知され、
住民票の記載に反映されることとなる。 

住基法第３０条の５０ 



 

・在留資格の取得等の許可 
・在留カード等の発行 

地方入管局 

国籍 
離脱届 

【現行の運用】 
①氏名 
戸籍上の氏名を記載することとされている（外
国法上の氏名は届出書上は把握できない）。 
 
②国籍 
国籍離脱届の「現に有する外国の国籍」欄に、
国籍離脱後の国籍についても記載がある。 
 
→外国法上の氏名及び日本国籍離脱後の国籍について

は、届書に添付される国籍喪失を証すべき文書により
確認が可能。 

住民票は、国籍喪失報告に基づき、職権で、新たな住民票の記載
をするとともに、従来の住民票を消除する。 

在留資格の取得等の申請 

国籍喪失報告が行われた本籍地の市町村に住民票を備えていない場合、本籍
地市町村から住所地市町村へ、住民票記載事項通知（住基法第９条第２項）
がなされ、当該通知に基づき職権で住民票を記載及び消除（当該通知に当
たっては、国籍離脱届に添付される国籍喪失を証すべき文書（訳文を含む）をあわ
せて通知する） 

国籍喪失報告があった際の住民票の記載について（案） 

入管法第６１条の８の２ 

① 住民票上の氏名表記の基本方針（案） 
・国籍離脱届出に際して、アルファベット表記の氏名の付記について届出
人に協力を求めることとした上で、住民票の氏名には、当該付記表記に
基づいてアルファベット表記を記載する。 

 
② 住民票上の国籍・地域表記の基本方針（案） 
・「現に有する外国の国籍」欄に基づいて記載する。  

※ 国籍離脱届に添付される国籍喪失を証すべき文書に基づいて、  本人が台湾出身者であることが確認

できた場合には、「台湾」と記載する。  
 
→①及び②いずれも、追って、在留カード等が発行された際に、氏名
情報（漢字表記を含む）、国籍・地域情報が市町村に通知され、
住民票の記載に反映されることとなる。 

住基法第３０条の５０ 

本籍地市町村 

法務局 
在外公館 

住民基本台帳 

住民票 

国籍 
喪失報告 



市町村Ａ 

住民基本台帳 

地方入管局 

帰化届 
（国籍取得届） 

住民票 

 
 
【現行の運用】 
○届書上の氏名 
帰化（国籍取得）後の氏名が記載されている。 
※従前の氏名も記載されているが、原則としてカタ
カナ表記となる。 
 

○住民票上の氏名 
原則：アルファベット表記 
※ 漢字表記の併記も可。 
 

 
 

住民票は、帰化（国籍取得）届に基づき、職権で、新たな住民票の記載
をするとともに、従来の住民票を消除する。 

告示（取得）の日から 
１か月以内 

帰化（国籍取得）届が住所地以外の市町村で行われた
場合、届出地市町村から住所地市町村へ、住民票記載
事項通知（住基法第９条第２項）がなされ、当該通知
に基づき職権で住民票を記載及び消除 

帰化届・国籍取得届があった際の住民票の記載について（案） 

入管法第６１条の８の２ 

① 住民票上の氏名表記の基本方針（案） 
・届書の氏名欄に基づいて記載する。 
 
② 住民票上のその他の記載の基本方針（案） 
・届出により日本国籍を取得することから、住民票の記載事項が変更にな
る（戸籍の表示等の日本人固有の事項を記載するとともに、国籍等を始
めとする外国人固有の事項を記載しないこととする）。 

在留カード等の返納 

→  ・氏名による同一人性確認の観点から、戸籍の届書に、カナ氏名又は漢字氏名

（日本の正字に限る）に加え、アルファベット氏名の付記をするよう届出人に協力
を求めることとする（住基法第９条第２項通知には届書に付記されたアルファ
ベット氏名を含めることとする） 。また、届書におけるアルファベット氏名は在留
カード、特別永住者証明書の記載に倣うこととする。 


